（様式２）

返礼品提案に当たっての誓約書兼同意書
　　年　　月　　日
（宛先）旭川市長
住所（所在地）
法人又は団体名
代表者＿職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
１　誓約事項
私は、旭川市ふるさと納税返礼品提案書の提出に当たり、次の事項について誓約します。なお、この誓約が虚偽、又はこの誓約に反したことにより、私が不利益を被ることとなった場合にあっても、一切異議を申し立てません。
　⑴　提出書類及び資料に記載している内容は、全て事実と相違ないこと
⑵　市税の滞納がないこと。ただし、旭川市に本社（本店）、支社（支店）又は営業所が所在してい
　ない場合は、本社が所在する市町村（特別区にあっては都）において課された市町村税（東京23
　区は都税）に滞納がないこと。
⑶　消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

　⑷　食品衛生法、食品表示法、日本農林規格等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法など、関係法令を遵守していること。
⑸　⑷について必要に応じて本市の調査・確認に応じること及び食品表示法において遵守すべき事項
が記載された書類の整備・保存をすること。

　⑹　返礼品の提供に関する問合せ、事故及びトラブル（配送に関するものを含む。）等への対応、品質の保証、クレーム対応、損害賠償請求等が生じた場合に適切な対応が可能であり、また、その対応等について速やかに報告ができること。

⑺　小規模事業者であること（容器包装に入れられた加工食品を提案する場合で、栄養成分表示の提出を省略する場合のみ）。

　　消費税法（昭和63年法律第108号）第９条第１項において消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規定する小規模企業者（おおむね常時雇用する従業員の数が20人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については５人）以下の事業者をいう。）に

· 該当します。

２　同意事項
この誓約が虚偽、又はこの誓約に反したことにより、旭川市が地方税法（昭和25年法律第226号）
第314条の７第２項に規定する総務大臣の指定を取り消されることとなった場合、旭川市が被った被
害を賠償することについて、同意します。
